
公有地拡大推進法に係る届出及び申出の事務処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※市の受付から３週間以内に通知する） 

 

 

 

 

 

 

 

届出義務のある土地を第三者へ 

譲渡する場合 

「有償譲渡届出書」（第４条） 

地方公共団体等に、都市計画区域内

200㎡以上の土地買取を希望する場合 

「買取希望申出書」（第５条） 

買取希望なし 買取希望あり 

土地買取なしの通知 買取協議者決定の通知 

土地所有者 

 

薩摩川内市企画政策課へ提出 

 

①関係課 ②土地開発公社 ③県へ 

土地買取希望の照会 

協議成立 協議不成立 

「土地所有者」と「買取希望団体」

による協議 
第三者へ譲渡 

地方公共団体等によ

る買取 
第三者へ譲渡 


